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令
和
２
年
度 

当
初
予
算

令和２年度一般会計予算は

88億3,900万円

歳　
入

　

町
税
に
つ
い
て
は
、
町
民
税
の
増
収
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
年
度
よ
り
２
９
６
０
万

５
千
円
の
増
と
な
り
、
歳
入
全
体
の
16
・
２
％

と
な
って
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
型
公
共
事
業
の
実
施（
防
災
行
政

無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
）に
よ
り
、
財
源
に
不

足
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
町
債
な
ど
で
財
源
を

確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
町

債
は
、
歳
入
全
体
の
15・４
％
と
な
って
い
ま
す
。

　
歳
入
の
う
ち
自
主
財
源
は
23
億
９
１
０
１
万

３
千
円
と
歳
入
全
体
の
26
・
９
％
で
あ
り
、
歳

入
の
大
半
は
地
方
交
付
税
な
ど
の
依
存
財
源
が

占
め
て
お
り
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
財
政
状
況

と
な
って
い
ま
す
。

歳　
出

　
消
費
的
経
費（
人
件
費
、扶
助
費
、物
件
費
、

補
助
費
等
な
ど
）に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
人
件
費
の
増
な

ど
で
、
前
年
度
よ
り
９
９
２
７
万
３
千
円（
２
・

２
％
）増
と
な
って
い
ま
す
。

　

投
資
的
経
費
の
う
ち
普
通
建
設
事
業
費

に
つ
い
て
は
、
防
災
拠
点
整
備
事
業
な
ど

の
事
業
費
の
減
少
に
よ
り
、
前
年
度
よ
り

１
億
８
２
６
５
万
６
千
円（
８・６
％
）減
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
経
費
に
つ
い
て
、
公
債
費
の
減
少
な

ど
に
よ
り
、
４
１
６
１
万
７
千
円（
１・８
％
）の

減
と
な
って
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
の
当
初
予
算
が
３
月
定
例
議
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計
は
、
88
億
３
９
０
０
万
円
と
な
り
、
前
年
度
に
比
べ
１
億
２
５
０
０
万
円

の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
２
次
み
な
べ
町
長
期
総
合
計
画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
、「
海
・
山
・

川
の
恵
み
の
中
で
人
が
輝
く
快
適
な
ま
ち
」
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
展
開
し

て
い
き
ま
す
。

◎語句の説明会計別当初予算状況　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

一般会計の当初予算額の推移

令和２年度に実施する主な事業   （単位：千円）

【歳出】
■消費的経費＝支出効果が単年度又は短期間に終わり、後年

　　　　　　度に形を残さない経費
　扶助費＝児童、高齢者、障がい者の方などの福祉向上のた

　　　　めの費用
　物件費＝公共施設の光熱水費や消耗品、委託料などの費用
　補助費等＝団体等への活動助成金や他市町と共同で運営

　　　　　する組合への負担金などの費用
■投資的経費＝将来に残る施設等を整備する費用など支出

　　　　　　効果が長期にわたる経費
　普通建設事業費＝道路や建物などの建設事業に係る費用
■その他の経費
　公債費＝町が借り入れたお金を返済するための費用
　繰出金＝一般会計から特別会計などへ繰り出す費用

【歳入】
■自主財源＝町が自主的に収入することができる財源　
　町税＝町民税、固定資産税や軽自動車税など
　使用料及び手数料ほか＝施設の使用や戸籍の手数料など、特

　　　　　　　　  定のサービスに対して負担してもらうお金
　繰入金＝基金を取り崩すなど一般会計に繰り入れるお金
　繰越金＝前年度から繰り越したお金
　諸収入ほか＝ほかの収入科目に含まれない収入など
■依存財源＝国や県から交付されるお金や借入金
　地方交付税＝全ての市町村が一定の行政サービスを提供でき

　　　　　　るよう、国から交付されるお金
　国庫支出金・県支出金＝町が行う事業に対して、国や県から交

　　　　　　　　　　　付されるお金
　町債＝建設事業などの事業費用のため借入するお金

歳 出 歳 入
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本
化
し
た
水
道
事
業
会
計（
地
方
公

営
企
業
会
計
）と
な
って
お
り
ま
す
。

　

浄
水
場
の
施
設
耐
震
化
診
断
結
果

を
も
と
に
、
み
な
べ
浄
水
場
内
の
施
設

更
新
基
本
設
計
を
予
定
し
て
お
り
、

順
次
耐
震
化
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
可
燃
ご
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年

度
よ
り
田
辺
市
様
の
焼
却
施
設
で
お

世
話
に
な
って
い
ま
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
焼
却
施
設
の
広
域

化
、
将
来
的
に
は
田
辺
周
辺
広
域
市

町
村
圈
組
合
で
の
煙
突
の
１
本
化
が

計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
30
年
度
よ
り
実
施
し

て
い
ま
す
、
紀
南
広
域
廃
棄
物
最
終

処
分
場
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
本
年

度
末
完
成
予
定
と
な
って
い
ま
す
。

産
業
の
振
興
・交

流
産
業
の
振
興

　

う
め
産
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

機
能
性
の
調
査
研
究
を
続
け
て
き
た
こ

と
で
、
梅
干
が
爆
発
的
に
売
れ
る
効
果

に
繋
が
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
美
容

幅
改
良
は
じ
め
、
橋
梁
・
ト
ン
ネ
ル
等

の
定
期
点
検
及
び
補
修
工
事
等
の
長

寿
命
化
対
策
を
行
い
、
事
故
防
止
に

努
め
、
安
全
対
策
を
図
っ
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

永
く
住
み
た
い魅

力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

　
施
設
面
に
つ
い
て
は
、
快
適
な
学
校

生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
小
・
中
学
校
の

ト
イ
レ
の
洋
式
化
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。
ま
た
、
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環

境
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
現
在
あ
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行
い
、

高
速
大
容
量
の
通
信
環
境
を
整
備
し
、

子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
最
適
化
さ

れ
た
学
び
が
、
よ
り
充
実
す
る
環
境
を

整
え
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
体
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
近
年
利
用

度
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
西
本
庄
グ
ラ

ウ
ン
ド
に
つ
い
て
、
隣
接
し
て
い
ま
す

上
南
部
こ
ど
も
園
の
園
庭
改
修
と
あ

わ
せ
、
町
民
の
方
々
の
ス
ポ
ー
ツ
ニ
ー

ズ
の
変
化
に
応
え
る
た
め
、
検
討
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
町
民
の
皆
様
に
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
た
だ
け
る
町
づ
く
り
の
た
め
に
、
町

民
目
線
に
立
っ
た
施
策
の
展
開
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
方

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

便
利・安
心・安
全
な

ま
ち
づ
く
り

　
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無
線
施
設
整

備
に
つ
き
ま
し
て
は
、
戸
別
受
信
機
の

各
戸
配
布
を
含
め
本
年
度
、
完
成
予

定
に
し
て
い
ま
す
。

と
健
康
面
に
お
け
る
研
究
と
、
梅
の
認

知
症
へ
の
効
果
に
つ
い
て
調
査
研
究
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

世
界
農
業
遺
産
関
係
で
は
、
認
定

後
５
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま

で
の
取
組
み
の
発
表
や
国
内
認
定
地

域
と
の
情
報
交
換
な
ど
、
認
定
５
周

年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
予

定
で
す
。

　
海
産
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
漁
獲
量

の
確
保
を
図
る
た
め
、
イ
セ
エ
ビ
、
ヒ

ラ
メ
、
ク
エ
の
稚
魚
の
中
間
育
成
や
放

流
な
ど
引
き
続
き
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。

　

ま
た
、
海
岸
秩
序
の
維
持
お
よ
び

密
漁
防
止
に
取
り
組
む
町
の
姿
勢
を

広
く
周
知
す
る
た
め
の
啓
発
看
板
を

設
置
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
度
、
新
設
さ
れ
ま
し
た
森
林

環
境
譲
与
税
を
活
用
し
、
森
林
経
営

管
理
制
度
に
基
づ
き
森
林
所
有
者
に

対
し
経
営
管
理
の
意
向
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

　
ま
た
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
等
に
よ

り
担
い
手
不
足
が
課
題
と
な
って
い
る
、

　

継
続
事
業
で
あ
り
ま
す
南
道
・
東

吉
田
の
小
山
田
池
周
辺
の
高
台
で
の
防

災
拠
点
整
備
事
業
が
、
関
係
者
の
皆

様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、
工

事
が
進
捗
し
全
体
像
も
徐
々
に
見
え
て

ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
至
る

避
難
路
と
し
て
の
町
道
の
拡
幅
改
良

工
事
等
も
鋭
意
進
ん
で
お
り
ま
す
。

　

本
年
度
は
、
こ
の
高
台
に
整
備
予

定
の
備
蓄
倉
庫
や
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ

な
ど
防
災
施
設
等
の
建
築
設
計
業
務

を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
一
昨
年
度
、
創
設
い
た
し

ま
し
た
ブ
ロッ
ク
塀
等
の
耐
震
対
策
化

に
対
す
る
補
助
の
ほ
か「
住
宅
耐
震
改

修
補
助
金
」、「
土
砂
対
策
住
宅
補
強

補
助
金
」な
ど
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

き
予
算
化
し
て
ご
ざ
い
ま
す
の
で
町
民

の
皆
様
に
は
、
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し

て
身
の
回
り
の
防
災
対
策
を
講
じ
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
た
め
池
の
万
が
一
の
決
壊
に

備
え
て
、
未
整
備
で
あ
る
町
内
31
箇

紀
州
備
長
炭
炭
焼
き
職
人
の
人
材
確

保
の
た
め
、
本
年
度
、
地
域
お
こ
し

協
力
隊
を
１
名
採
用
い
た
し
ま
す
。

　
百
年
の
森
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
年

の
台
風
・
集
中
豪
雨
等
の
災
害
に
よ

り
、
水
路
、
進
入
路
等
が
被
災
し
通

行
が
不
可
能
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今

年
度
、
復
旧
工
事
を
実
施
し
整
備
を

い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　

引
き
続
き
、
商
工
会
に
商
工
振
興

補
助
を
行
い
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の

発
行
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
な
ど
商
店
街
活

性
化
を
図
って
い
き
ま
す
。

　

観
光
部
門
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
見

る
観
光
」か
ら「
参
加
、
体
験
型
の
観

光
」へ
と
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
み
な
べ

町
な
ら
で
は
の
地
域
資
源
や
観
光
素
材

に
触
れ
る
、
感
じ
て
も
ら
う
よ
う
な
体

験
メ
ニュ
ー
を
Ｐ
Ｒ
し
、
教
育
旅
行
や

ス
ポ
ー
ツ
合
宿
を
積
極
的
に
誘
致
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

人
に
や
さ
し
い交

通
シ
ス
テ
ム
づ
く
り

　

国
道
４
２
４
号
に
つ
い
て
は
、
切
目

所
の
た
め
池
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成

い
た
し
ま
す
。

　

南
部
幼
稚
園
、
南
部
保
育
所
、
愛

之
園
保
育
園
の
３
園
を
統
合
し
て
の

新
こ
ど
も
園
の
高
台
移
転
整
備
に
つ
い

て
、
２
年
後
の
２
０
２
２
年
４
月
開
園

を
目
指
し
、
い
よ
い
よ
本
年
度
か
ら
建

築
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

愛
之
園
保
育
園
が
整
備
、
運
営
を

行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
町
と
し
ま

し
て
も
子
ど
も
た
ち
の
安
全
・
安
心
な

保
育
環
境
の
整
備
を
支
援
し
て
ま
い
り

ま
す
。

　

新
規
事
業
と
し
ま
し
て
は
、
小
学

生
以
下
の
お
子
さ
ん
の
体
調
が
悪
い

時
、
仕
事
が
休
め
な
い
な
ど
保
育
で
き

な
い
ご
家
庭
を
支
援
す
る
た
め
、病
児・

病
後
児
保
育
事
業
を
田
辺
市
周
辺
市

町
と
連
携
し
、
民
間
医
療
機
関
に
委

託
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

環
境
か
ら
築
く
安
全・安
心
な

ま
ち
づ
く
り

　

本
年
度
か
ら
は
、
簡
易
水
道
を
廃

止
し
、
上
水
道
へ
統
合
す
る
た
め
、
一

辻
ト
ン
ネ
ル
を
含
む
切
目
辻
工
区
に
つ

い
て
、
平
成
30
年
度
に
事
業
採
択
さ

れ
、
現
在
、
ト
ン
ネ
ル
、
橋
梁
等
の
詳

細
測
量
設
計
中
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本

年
度
は
、
み
な
べ
町
側
の
取
り
付
け
道

路
区
間
の
工
事
に
着
手
予
定
と
の
こ
と

で
す
。

　
共
和
地
内
の
歩
道
に
つ
い
て
も
、
用

地
買
収
補
償
が
順
調
に
進
ん
で
お
り
、

一
部
工
事
も
発
注
さ
れ
、
本
年
度
は
、

家
屋
等
の
撤
去
が
完
了
し
た
所
よ
り

順
次
工
事
発
注
さ
れ
て
い
く
予
定
で

す
。

　

町
道
浜
線
、
高
野
沼
川
線
の
高
城

ト
ン
ネ
ル
、
川
久
保
線
が
完
成
し
、

通
学
路
と
し
て
の
安
全
確
保
、
道
路

の
防
災
・
減
災
対
策
が
図
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
す
。
継
続
中
の
熊
岡
東
本
庄
線

の
歩
道
改
良
に
つ
い
て
も
、
本
年
度
、

完
成
予
定
と
な
って
い
ま
す
。

　

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
事
業

と
新
し
く
創
設
さ
れ
た
個
別
補
助
事

業
で
あ
る
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業
を

活
用
し
、
交
通
の
安
全
の
確
保
と
そ

の
円
滑
化
、
生
活
環
境
の
整
備
等
を

図
る
た
め
、
継
続
中
の
名
の
内
線
の
拡

防
災・減
災
対
策

子
育
て
支
援

海
産
業

商
工
観
光
産
業

国　
道

町　
道

学
校
教
育・社
会
教
育
の
充
実

山
産
業

水
道
事
業

う
め
産
業

廃
棄
物
対
策

令
和
２
年
度
施
政
方
針（
概
要
）

　
　
み
な
べ
町
長
　
小
谷
芳
正
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　今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表する
ため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

戦没者等のご遺族の皆さまへ
～ 『第十一回特別弔慰金』のご案内 ～

住
ま
い
の
耐
震
診
断
し
ま
せ
ん
か
？

～ 

耐
震
事
業
に
つ
い
て 

～

評
点
が
１・０
未
満
と
判
定
さ
れ
た
住

宅〈
募
集
戸
数
〉

■
１
戸

※
補
助
件
数
に
つ
い
て
は
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
申
請
件
数
が
多
数
の
場
合

は
、
高
齢
者
、
障
害
者
の
方
を
優
先

し
て
補
助
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

〈
申
込
受
付
〉

　
令
和
２
年
４
月
１
日
～

☆
各
種
補
助
は
、
募
集
戸
数
に
達
し

た
場
合
、
そ
の
時
点
で
終
了
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
補
助
を
受
け
る
に
は
、

事
前
に
総
務
課
へ
の
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
総
務

課（
℡
72 

‐ 

２
１
４
２
）へ
。

　
　

　

耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
評
点
が

１・０
未
満
と
診
断
さ
れ
た
木
造
住
宅

に
つ
い
て
、
専
門
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を

派
遣
し
、
各
種
相
談
や
改
修
プ
ラ
ン
の

提
案
な
ど
を
無
料
で
行
って
い
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
役
場
総
務
課
へ
。

　

巨
大
地
震
か
ら
命
を
守
る
た
め
に

は
、
住
宅
の
耐
震
化
が
重
要
と
な
り

ま
す
。

　
町
で
は
住
宅
の
耐
震
化
に
対
し
て
次

の
と
お
り
補
助
を
行
って
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
要
件
を
満
た
す
住
宅
に
つ
い

て
、
耐
震
診
断
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

〈
診
断
費
用
〉

■
木
造
住
宅　
無
料

■
非
木
造
住
宅　

必
要
な
経
費
の
２

／
３（
上
限
８
万
９
千
円
）を
補
助

〈
対
象
住
宅
〉

　
２
階
建
て
以
下
で
、
延
べ
床
面
積
が

２
０
０
㎡
以
下
の
専
用
及
び
併
用
住

宅
な
ど
で
次
の
要
件
を
満
た
す
住
宅

■
木
造
住
宅
の
場
合　

平
成
12
年
５

月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
み
な
べ
町

内
の
住
宅

■
非
木
造
住
宅
の
場
合　

昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
み
な
べ

町
内
の
住
宅

〈
募
集
戸
数
〉

■
木
造
住
宅　
20
戸

■
非
木
造
住
宅　
１
戸

〈
申
込
受
付
〉　
令
和
２
年
４
月
１
日

　
　
　
　
　
　
～
令
和
３
年
２
月
26
日

※
総
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
内　

容
〉

■
専
門
の
耐
震
診
断
士
が
診
断
し
ま

す
。

■
診
断
結
果
は
、
耐
震
診
断
士
が
１

～
２
か
月
後
に
訪
問
し
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

耐
震
補
強
設
計
及
び
耐
震
改
修
工

事（
建
替
え
含
む
）に
係
る
費
用
の
補
助

（
最
大
１
１
６
万
６
千
円
）が
受
け
ら

れ
ま
す
。

〈
対
象
住
宅
〉

■
耐
震
診
断
の
結
果
、
木
造
住
宅
に
つ

い
て
は
耐
震
評
点
が
１・０
未
満
、
非

木
造
住
宅
に
つ
い
て
は
I
s
値
が
０
・

６
未
満
、
ま
た
はｑ
値
が
１・０
未
満

と
診
断
さ
れ
た
住
宅

■
改
修
及
び
建
替
え
後
に
耐
震
評
点

が
１・０
以
上（
０・７
以
上
で
も
可
）、

非
木
造
住
宅
に
つ
い
て
は
I
s
値
が

０・６
以
上
か
つｑ
値
が
１・０
以
上
。

※
工
事
に
つ
い
て
は
年
度
末（
令
和
３

年
３
月
31
日
）ま
で
に
完
了
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
募
集
戸
数
〉

■
10
戸

〈
申
込
受
付
〉　

　
令
和
２
年
４
月
１
日
～
12
月
28
日

※
総
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
従
前
の
補
助
制
度
も
利
用
で
き
ま

す
。）

　
　

　
既
存
の
木
造
住
宅
内
に
、
耐
震
ベッ

ド
・
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
を
購
入
、
設
置

す
る
際
に
、
費
用
の
２
／
３（
最
大

26
万
６
千
円
）を
補
助
し
ま
す
。

　
た
だ
し
購
入
、
設
置
す
る
耐
震
ベッ

ド
・
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
県
の
認
定

を
受
け
た
も
の
に
限
り
ま
す
。

〈
対
象
住
宅
〉

　
木
造
住
宅
で
、
耐
震
診
断
の
結
果
、

耐
震
補
強
設
計
と
耐
震
改
修

工
事
の一体
的
な
実
施

県
で
は
、木
造
住
宅
の
耐
震
改
修

サ
ポ
ー
ト
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す

耐
震
診
断

耐
震
ベ
ッ
ド・耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

■一時金の対象となる方
　以下の①または②に該当する方で、現在生存されて
いる方
①昭和２３年９月１１日から平成８年９月２５日までの間

に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方（母
体保護のみを理由として手術を受けた方は除きま
す）

②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または
放射線の照射を受けた方（母体保護や疾病の治療
を目的とするなど、優生思想に基づくものでないこと
が明らかな手術などを受けた方を除きます）

■支給対象者
　令和２年４月１日(基準日)において、『恩給法による
公務扶助料』や『戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下

「援護法」)による遺族年金』などを受ける方(戦没者
等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先
順位のご遺族お一人に支給します。
　１ 令和２年４月１日までに「援護法」による弔慰金の
　　受給権を取得した方
　２ 戦没者等の子
　３ 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等

の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替
わります。

■一時金の金額
　 一律320万円
■請求手続き・お問合わせ先
　【和歌山県旧優生保護法一時金受付・相談窓口】　
　TEL 073-441-2642　ＦＡＸ 073-428-2352
　　受付時間 9：00～17：45（月曜日から金曜日。
 土・日・祝日、年末年始を除く。）
　　所 在 地 和歌山市小松原通一丁目1番地
 和歌山県庁本館1階

※田辺保健所（26-7952）でも受付・相談を行ってい
ます。

　４ 左記１～３以外の戦没者等の三親等内の親族
　 　(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関

係を有していた方に限ります。
■支給内容　額面２５万円(５年償還の記名国債)
■請求期間　令和５年３月31日まで　
■請求窓口　役場住民福祉課
■請求手続きに必要なもの
　○印鑑(認印)
　○本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
　○戸籍書類
■お問い合わせ先　役場住民福祉課
　　　　　　　　　 (TEL ７２‐２１６１)

　平成３１年４月２４日に議員立法により「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行され、優生手術を受けた
方に一時金が支給されます。
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　坂本さんは、平成16年12月から令和元年11月の任
期満了まで15年間、民生委員児童委員を務められまし
た。
　在任中には、地域の皆さまからの様々な相談ごとに
応じ、必要な支援を行うなど地域福祉の増進に多大な
貢献をされました。
　このほど、民生委員児童委員としての功績が特に顕
著であるということで、全国民生委員児童委員連合会
会長表彰を受けられました。

　２月27日、１００歳を迎えた西口さんの自宅に町長が
訪問し、「祝百歳」の賞状と記念品、花束を贈り長寿を
お祝いしました。
　長寿の秘訣を尋ねると、家族の方は「何でも好き嫌
いなく食べ、フライドチキンなど若い人が好む物も食べ
ます」と話してくれました。
　また、戦争に行っていたからか、辛抱強く、体調が悪
くても言わないので気をつけていますと家族の方は話
していました。　益々のご長寿を祈念します。

　２月15日、旧岩代大梅林の駐車場などで、ＯＪＩＮＳ・
梅星プロジェクト主催の「一日限りの岩代大梅林」が
開催されました。
　当日は、地元のよさこいチーム「梅舞（プラリズム）」
の演舞、窯焼きピザや梅酢焼き鳥などの販売もあり、３
年ぶりとなった岩代大梅林には、多くの方が訪れ、買い
物や花見を楽しんでいました。
　また、青少年育成町民会議の南部支部・岩代支部
共同開催の町内の小学生を対象にした写生会も行わ
れました。

　２月16日、第１９回市町村対抗ジュニア駅伝競走大
会が開催され、県内各市町代表29チームとオープン
参加16チームが出場し、10区間（21.1キロ）を競い合
いました。　
　みなべ町は第18位（１時間16分14秒）でゴールしま
した。＊オープン参加チームの記録は順位に含まれま
せん。
　また、瀧谷陽斗選手、早田衣吹選手が５年連続登録
競技者賞を受賞しました。

みなべ町選手団〔敬称略〕
■団　長　小林晃亮　■監　督　東　司
■コーチ　清水昭男、片山清範、中松常晃、中嶋司、沖見直哉、林優、森坂侑右、田中信弘、楠本みずき、草分風花、
　　　　　内中さつき、山下浩昭、清水友登
■選　手

〈小学生男子〉 永井連太郎（上南部小6年）、大川綾斗（南部小6年）、鴻谷勇仁（岩代小6年）、
  池田陽向（清川小6年）、山下千翔（上南部小5年）

〈小学生女子〉 長瀬日鞠、早田すずな（清川小6年）、山﨑まほ（上南部小6年）、杉本日菜乃（岩代小5年）、
  玉置莉奈、石丸万葉、髙田夏帆（南部小5年）

〈中学生男子〉 瀧谷陽斗（南部中3年）、清水快音、池本健太（上南部中3年）、森本梗太郎（上南部中1年）、
  山下陽生（田辺中1年）　　　　　　　

〈中学生女子〉 早田衣吹（高城中3年）、橋本日菜子（高城中2年）、野中葉月（上南部中2年）、
  森川りな、山中来未（南部中1年）

坂
さかもと

本敦
あつし

さんが全国民生委員児童委員連合会会長表彰 　西
にしぐち

口正
しょういち

一さん（滝） １００歳おめでとうございます

一日限りの岩代大梅林 第１９回市町村対抗ジュニア駅伝競走大会
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者
で
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
そ
の
年

度
１
年
分
の
税
金
が
か
か
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
納
期
限

は
、
６
月
１
日（
月
）で
す
。

　
５
月
中
旬
ご
ろ
、
納
税
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す
。

　
納
付
は
、
金
融
機
関
の
ほ
か
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決

済
ア
プ
リ
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。
利
用

で
き
る
ア
プ
リ
な
ど
、
く
わ
し
く
は
、

納
税
通
知
書
に
同
封
す
る
チ
ラ
シ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
場
合

は
、
６
月
１
日
に
指
定
さ
れ
て
い
る
口

座
か
ら
振
替
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
生
活
保
護
法
に

よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
、
ま

た
は
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方
等
が
所

有
し
て
使
用
す
る
場
合
、
納
期
限
の

７
日
前（
５
月
25
日
）ま
で
に
申
請
す

る
こ
と
で
、
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
税
務
課

へ
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入

の
皆
さ
ま
に
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
令
和
２・３
年
度
の
保
険

料
率
等
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
等
し
く
負
担
し
て
い
た

だ
く
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応
じ
て

決
ま
る
所
得
割
額
の
合
計
額
と
な
り

ま
す
。

　
今
ま
で
ど
お
り
所
得
の
少
な
い
方
な

ど
に
は
軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
う
ち
特
例
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
て

い
る
所
得
の
低
い
方
の
均
等
割
軽
減
措

置
に
つ
い
て
、
８
割
軽
減
が
令
和
２
年

度
に
７
割
軽
減
に
、
８・５
割
軽
減
が

令
和
２
年
度
に
７・７
５
割
軽
減
に
令

和
３
年
度
に
７
割
軽
減
に
変
更
さ
れ
ま

す
。

　

な
お
、
均
等
割
額
の
５
割
・
２
割

軽
減
の
対
象
は
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
保
険
料
額
の
通
知
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

○
す
で
に
同
様
の
検
査
を
受
け
て
い
る

場
合
や
、
病
院・介
護
施
設
に
入
院・

入
所
し
て
い
る
方
な
ど
、
定
期
的
に

健
康
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は

必
ず
し
も
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

○
生
活
習
慣
病
の
治
療
な
ど
で
定
期

的
に
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
方

は
、
受
け
る
必
要
が
あ
る
か
主
治

医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
者　
令
和
２
年
３
月
末
で
75
歳
・

80
歳
・
85
歳
の
方
と
90
歳
以
上
の
被

保
険
者
の
方

検
査
項
目

　
問
診
、
口
腔
診
断（
歯
の
状
態
・
歯

周
組
織
の
状
況
・
口
腔
衛
生
状
況
・

噛
み
合
わ
せ
・
口
腔
乾
燥
・
粘
膜
の
異

常
）、
口
腔
機
能
検
査（
噛
む
能
力
・

舌
機
能
・
嚥
下（
飲
み
込
み
）機
能
）

　

健
康
診
査
及
び
歯
科
健
康
診
査
に

つ
い
て
の
く
わ
し
く
は
、
和
歌
山
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
℡
０
７
３ 

‐ 

４
２
８ 

‐ 

６
６
８
８
）へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
住
民
福
祉
課
ま
た
は
、

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合（
℡
０
７
３ 

‐ 

４
２
８ 

‐ 

６
６
８
８
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動

車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
に
は
月
割
課
税
制
度

が
な
い
た
め
、
４
月
２
日
以
降
に
所
有

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は

６
月
１
日
で
す

税
務
課（
℡
72-

2
1
6
2
）か
ら

　

生
活
習
慣
病
等
の
早
期
発
見
の
た

め
、
健
康
診
査
・
歯
科
健
康
診
査
を

受
け
ま
し
ょ
う
。
対
象
の
方
に
は
、
５

月
下
旬
に
受
診
券
を
直
接
お
送
り
し

ま
す（
受
診
券
発
行
の
申
込
み
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

受
診
期
間	

令
和
２
年
６
月
１
日
～

	

令
和
３
年
２
月
28
日

受
診
場
所　

受
診
券
に
同
封
す
る
一

覧
表
に
記
載
し
て
い
る
医
療
機
関

自
己
負
担
額　
い
ず
れ
も
無
料

持
ち
物　

保
険
証
、
受
診
券
、
受
診

票（
問
診
票
）

対
象
者　
被
保
険
者
全
員　

検
査
項
目　

〔
基
本
〕問
診
、
計
測（
身
長
・
体
重
・

Ｂ
Ｍ
Ｉ
、血
圧
）、診
察（
身
体
診
察
）、

血
液
検
査（
脂
質・肝
機
能・糖
代
謝
）、

尿
検
査（
糖
、
蛋
白
）、
血
清
ク
レ
ア

チ
ニ
ン
検
査

〔
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
へ
の
追

加
〕貧
血
検
査
、
心
電
図
検
査
、
眼

底
検
査

　

令
和
２
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、
月
額
１
万
６
５
４
０
円
と
な
り
ま

す
。

　
４
月
上
旬
に
、
令
和
２
年
度
の「
国

民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
」
が
日

本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
は
、
金
融
機
関
や
郵
便
局
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
で
き
ま

す
。

　

送
付
さ
れ
る
納
付
書
は
、
各
月
分

の
納
付
書
の
ほ
か
、
割
引
の
あ
る
１
年

前
納
や
６
か
月
前
納
の
納
付
書
も
添

付
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
便
利
な
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
方
法
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
20
歳
に
な
っ
た

ら
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を

納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的
に

所
得
が
少
な
い
た
め
、
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
申

請
し
て
承
認
を
受
け
る
と
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特

例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

承
認
期
間
は
、
申
請
し
た
年
度
の

４
月
か
ら
翌
年
の
３
月
ま
で
で
、
申
請

は
毎
年
度
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
を
申
請
さ
れ
る
方

は
、
役
場
住
民
福
祉
課
へ
お
願
い
し
ま

す
。
申
請
に
は
、
確
認
書
類
と
し
て

学
生
証
の
写
し
ま
た
は
、
在
学
証
明

書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

　

令
和
元
年
度
に
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
、
令
和
２
年
度
も
引
き

続
き
在
学
予
定
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

４
月
初
め
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
申

請
ハ
ガ
キ
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
返
送
す
る
こ
と

で
、
継
続
申
請
と
な
り
ま
す
。（
こ
の

場
合
、
学
生
証
の
写
し
ま
た
は
、
在

学
証
明
書
は
不
要
で
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◆
学
生
本
人
の
前
年
所
得
が
、

１
１
８
万
円
以
下

　

承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
年
金
受
給
資
格
期
間
に
算

入
さ
れ
ま
す
が
、
受
け
取
る
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

保
険
料
の
追
納（
後
払
い
）は
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
遡
っ
て
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
２
年
以

上
経
過
し
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
一

定
の
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

追
納
す
る
場
合
は
、
田
辺
年
金
事
務

所
へ
申
込
み
が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
申
請
を
し
な
い
で
、
保
険
料
を
未
納

（
納
付
し
な
い
）の
ま
ま
放
置
し
て
い

る
と
、
万
が
一
の
事
故
や
病
気
の
際
に

障
が
い
が
残
っ
て
も
、
障
害
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

くらし
の

情  報

令
和
２
年
度
国
民
年
金
保
険
料

住
民
福
祉
課（
℡
72-

2
1
6
1
）か
ら

前
年
度
、申
請
さ
れ
た
方

ご
注
意
く
だ
さ
い

歯
科
健
康
診
査

健
康
診
査

納
付
に
つ
い
て

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
に
つ
い
て

学
生
の
皆
さ
ん
へ

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ

健
康
診
査・歯
科
健
康
診
査

申
請
に
つ
い
て

承
認
要
件
等

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
率
等
の
改
定

に
つ
い
て
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森
林
の
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
森
林
法
に
基
づ
く
伐
採
の
届

出
な
ど
が
必
要
で
す
。
無
届
け
、
無

許
可
に
よ
る
伐
採
を
し
た
場
合
、
罰
金

に
処
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
１
h
a（
１
０
０
０
０
㎡
）

を
超
え
る
森
林
の
開
発
行
為
を
行
う

場
合
は
、
県
へ
の
許
可
申
請（
林
地
開

発
許
可
申
請
）が
必
要
で
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
産
業
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
普
通
林
の
場
合

•
伐
採
す
る
90
～
30
日
前
ま
で
に
届
出

が
必
要

■
保
安
林
の
場
合

•
皆
伐
は
、
伐
採
面
積
の
限
度
公
表

日
か
ら
30
日
以
内
に
県
へ
の
許
可
申

請
が
必
要

•
天
然
林
の
択
伐
は
、
伐
採
す
る
日

の
30
日
前
ま
で
に
県
へ
の
許
可
申
請

が
必
要

　
４
月
10
日（
金
）は「
交
通
事
故
死

ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」で
す
。

★
子
供
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の
安

全
の
確
保

★
高
齢
運
転
者
等
の
安
全
運
転
の
励

行
★
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

★
飲
酒
運
転
の
根
絶（
和
歌
山
県
重
点
）

★
横
断
歩
道
に
お
け
る
歩
行
者
優
先

の
徹
底（
和
歌
山
県
重
点
）

　
『
余
裕
持
て　
時
間
と
こ
こ
ろ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
車
間
距
離
』

　

令
和
２
年
度
交
通
安
全
年
間
ス

ロ
ー
ガ
ン（
一
般
の
部
）最
優
秀
作

　

町
で
は
、
毎
月
１
回
、
役
場
と
ふ

れ
愛
セ
ン
タ
ー（
隔
月
交
代
）で
、
午

後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分
ま
で
、

行
政
相
談
委
員
に
よ
る「
行
政
相
談
」

と
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る「
人
権
相

談
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。　

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
。予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

開
催
日
は
、
町
の
広
報
紙
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
町
内
一
斉
放
送
で
も

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

事
業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
平
成
31（
令
和
元
）年
度
、
宝
く
じ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
に
よ
り
谷
口

区
が
、
祭
礼
用
具（
屋
台
・
長
持
台
・

胴
長
太
鼓
）を
新
調
し
ま
し
た
。

　

谷
口
区
で
は
、
宝
く
じ
助
成
金
で

整
備
し
た
祭
礼
用
具
を
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
伝
統
文
化
を
後
世
に
伝
え

る
と
と
も
に
、
地
域
の
つ
な
が
り
を
よ

り
一
層
、
深
め
て
い
き
ま
す
。

•
間
伐
ま
た
は
人
工
林
の
択
伐
は
、

伐
採
す
る
90
～
20
日
前
ま
で
に
届
出

が
必
要

■
普
通
林
の
場
合

　
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
保
安
林
の
場
合

　
１
５
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
日 

時　
令
和
２
年
４
月
17
日（
金
）

　
　
　
　

 

午
後
２
時
～

■
場 

所　
南
部
公
民
館

　
く
わ
し
く
は
、
南
部
公
民
館
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
事
業
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献

広
報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は

届
出
な
ど
が
必
要
で
す

浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る

皆
さ
ま
へ

産
業
課（
℡
72-

１
３
３
７
）か
ら

生
活
環
境
課（
℡
72-

３
６
０
５
）か
ら

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

４
月
６
日（
月
）～
15
日（
水
）

「
行
政・人
権
」相
談
は

毎
月
開
催
し
て
い
ま
す

南
部
長
寿
大
学
の

入
学
式
に
つ
い
て

南
部
公
民
館（（
℡
72-

１
４
０
０
）か
ら

期　

間　

　
４
月
１
日
～
翌
年
３
月
31
日
ま
で

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

〔
縦
覧
及
び
閲
覧
場
所
〕

　
役
場
１
階　
税
務
課

※
各
税
金
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
税

務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

浄
化
槽
は
、
し
尿
や
生
活
雑
排
水

を
き
れ
い
に
し
、
水
環
境
の
保
全
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
微

生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、

適
正
な
維
持
管
理
を
行
わ
な
い
と
機

能
が
低
下
し
、
水
質
汚
濁
や
悪
臭
の

原
因
と
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
浄
化
槽
管
理
者
は
、
保

守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
の
維
持

管
理
を
行
う
よ
う
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
水
環
境
を
守
る
た
め
、
浄

化
槽
の
正
し
い
維
持
管
理
を
実
施
し

ま
し
ょ
う
。

※
下
図
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　　
み
な
べ
町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有

し
て
い
て
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
方
に
限
り
、
町
内
の
他
の
土

地
や
家
屋
の
価
格
と
の
比
較
を
通
じ

て
自
分
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
が
適

正
か
ど
う
か
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
次
の
と
お
り
固
定
資
産
の
縦
覧

（
見
る
）期
間
を
も
う
け
ま
す
。

期
間
・
時
間

　
４
月
１
日（
水
）～
７
月
31
日（
金
）

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

縦
覧
で
き
る
方

　
納
税
者
本
人
、
ま
た
は
本
人
の
委
任

を
受
け
た
方（
委
任
状
が
必
要
で
す
。）

　

納
税
義
務
者
は
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
お
い
て
、
自
分
の
資
産
に
つ
い

て
記
載
さ
れ
た
部
分
の
み
確
認
で
き

ま
す
。
ま
た
、
借
地
人
・
借
家
人
は
、

使
用
ま
た
は
収
益
の
対
象
と
な
る
部
分

に
つ
い
て
、
課
税
台
帳
の
閲
覧
が
で
き

ま
す
。

固
定
資
産
の

縦
覧
と
閲
覧
が
で
き
ま
す

縦
覧
制
度

閲
覧
制
度

無
届
伐
採
を
行
っ
た
場
合
の
罰
則

届
出
な
ど
の
時
期

宝
く
じ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

総
務
課（
℡
72-

２
０
５
１
）か
ら

運
動
の
重
点

新学期が始まります！
地域ぐるみで子どもを守りましょう
　４月に入ると、新しい学校に入学し、慣れな
い通学を始める子ども達もいます。
　子ども達への見守り、目配り、心配りへのご
協力をお願いします。
　また、草刈りや樹木の剪定等を行って、見通
しを良くし、犯罪のおこりにくいまちづくりを推
進しましょう。
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対 象 者		 令和２年度に40・50・60・70歳に
	 	 なられる方
内　　容		 県内の歯周疾患検診実施
	 	 医療機関での歯周病検診
費　　用		 無料
実施期間		 令和２年度中
４月中に対象者へ案内状や受診券をお送りします。

開催日　４月７日・14日・21日・28日
　　　　5月12日・19日・26日
受　付　午後７時～
教　室　午後７時30分～９時　
場　所　ふれ愛センター
持ってくる物　室内用シューズ、タオル、飲み物

4月のトレーニング教室

マタニティー＆ベビーサロン

開催日	 ３日・10日・17日・24日の金曜日（予定）
	 18：00～21：00
	 　トレーニングマシン等による自由運動
	 19：20と19：40にストレッチポールを実施
	 　（各、限定8名。初めての方を優先）　
	 20：00～21：00　健康リズム体操
	 （音楽に合わせて行う楽しい体操です）
場　所	 はあと館（社会福祉センター）
対　象	 町内在住・在勤の成人の方
持ってくる物　室内用シューズ、タオル

４月中旬の郵便物にご注意ください！
　４月中旬に対象者へ案内状をお送りしますので、ぜひお申込みください。（申込みは４/30まで）
　80才以上の方には案内状は送付していませんが、受診を希望される方は、ふれ愛センターへお申込みください。
※前立腺がん・胃レントゲン・子宮頸がん・乳がん検診は、昨年度対象で受診できなかった方は、今年、受診できま
すので、ふれ愛センターまでお問い合わせください。

ミニドックは、全て無料です!	!	

　「心」と「体」を開放しながら楽しく運動しませんか。
４月７日～５月26日の間で、７回（毎週火曜日）開催
します。※ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止・変更する場合があります。

＊運動しやすい服装でお越しください。
　申し込みは不要で、どなたでも参加できます。
　参加費無料！
　くわしくは、ふれ愛センター保健師まで
　（℡74-3337）

日　時　４月28日（火）10：00～11：30
場　所　ふれ愛センター
対　象　妊婦または小さなお子さんの保護者

※献血カードまたは本人であることを証明できる
もの（運転免許証など）をお持ちください。

４月23日（木）（予定）
	 9：00～10：30	 紀州農協アグリセンター
	 	 みなべ様前
	 12：00～13：30	 東農園様前
	 14：30～16：30	 Ａコープみなべ店様駐車場

日　時　４月16日（木）13：30～15：00
場　所　Ａコープみなべ店様駐車場
　管理栄養士・保健師・看護師による健康相談を行
います。
　血圧測定や血管年齢測定も行います。
　生活習慣病の予防や食事について等、お気軽に
ご相談ください。

献血にご協力をお願いします

健康相談のお知らせ

ミニドック健診を受けましょう

ふれあい喫茶では、本格的な
コーヒーを販売しています。
ママ友の会、サークル活動の帰りに…
ぜひ、お立ち寄りください。
　
　　喫茶時間は月曜日～土曜日
　　	9：00～11：00　13：30～15：00
　　（金・土曜日は午前中のみ）

　定休日は、金・土曜日の午後・日曜日・祝日
です。※ただし、定休日以外でも、休む場合が
あります。　
　喫茶運営を手伝ってくれるボランティアも随
時募集しています！
　お問い合わせは、ふれ愛センター保健師へ。

４月１日～10日は
ピンクリボン着用習慣です
　日本人女性の12人に１人が乳がん
にかかると言われていますが、早期に
発見できれば約90％が治る病気です。
　ピンクリボン運動は、乳がんの早期発見の大切さを
伝え、検診を受けるきっかけを作るための活動です。
　ピンクリボンの着用を希望される方は、ふれ愛セ
ンターへお問い合わせください。

乳がん検診を受けましょう

歯周疾患検診を受けましょう

楽しいストレッチ教室のご案内 ふれ愛喫茶からのお知らせ

4月のおひさま広場は、全園お休みです
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4月のテーマ展示
「新生活スタート」

　入学や進級、就職など新たな出会いの季節です。
　手作りの入学用品、一人暮らしの防犯対策や
料理、仕事のマナーなど、これから始まる新しい
生活に役立つ本を紹介します。

「あの人に本を」
　4月23日は、したしい人に本をプレゼントする

「サン・ジョルディの日」。
　スペインでは本と一緒に、赤いバラもおくるそう
です。あなたの大切な人に本をプレゼントしてみ
ては？

　去年から引き続き、南部高校の小山良広先生を
お招きして野菜作り講座を行いました。道具の使
い方や肥料の説明、栽培のポイントなどを、丁寧に
教えていただきました。

　高校生のセンスあふれる作品と各校それぞれ趣
向を凝らした素晴らしい図書館通信などを展示して
くれました。みなさん感心して見入っていました。

　趣のある景色や瞬間をとらえた美しい写真を展
示していただきました。来館者にも大好評でした。

　図書館からのおすすめの本を展示します。みな
さんどうぞご覧ください。
　４月 １日（水）～ ５日（日） ゆめよみ館
　４月 ８日（水） 高城分室
　４月10日（金）～11日（土） 上南部分館
　４月15日（水） 清川分室

『シルバー川柳９
　ブログよりコンロ炎上気をつける』
公益社団法人全国有料老人ホーム協会＋ポプラ社編集部 編（ポプラ社）

　「『久しぶり』　本当は誰だか　わからない」、「電話鳴る
たどり着いたら　ちょうど止む」。モノ忘れや体力低下も何の
その。身におこる様々な変化を笑いにかえて、ICT化の波にも
乗り遅れまいと努力を重ねるシルバー世代の日常がユーモ
ラスな川柳から伝わってきます。メガネ不要の大活字。
　15分で読めちゃいます。気分転換にぜひ。

2階

1階

ゆめよみ館は祝日も開館しています

	１日（水）	おすすめ本の展示
	 	（～５日）
	４日（土）	わくわくタイム（10:30～）
	 	おはなし会（14:00～）
	６日（月）	休館
11日（土）	おはなし会（14:00～）
13日（月）	休館
18日（土）	おはなし会（14:00～）
20日（月）	休館
23日（木）	ちいさいひとのための
	 	おはなし会（0～3歳）
	 	（10:30～）
25日（土）	ビデオ上映会（10:30～）
	 	おはなし会（14:00～）
27日（月）	休館
30日（木）	休館（館内整理日）

ゆめよみ館
4月のカレンダー

上南部分館 おはなしの会
4月11日（土）午前１０時３０分から

こんな本、いかが?

今月のオススメ 

講座　はじめての野菜作り

ポップ大賞展

梅の里カメラクラブ写真展

おすすめの本の展示
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今月のオススメ 

町民の皆さんが普段の生活の中で、抱えている悩
みや困りごとを相談員の方に相談できる窓口です。

■人権・行政相談
　◯4月9日（木）13：30～15：30
　　みなべ町役場

■消費生活巡回相談
　◯４月２日・16日（木）13:00~15:00
　　みなべ町役場

■農業資金相談
　◯４月22日（水）13：00～16：00
　　みなべ町役場
　○申込先　産業課（℡	72-1337）
　　※個別相談のため、事前申込が必要です。
　　　【４月17日（金）】

■生活お困り相談
　◯４月28日（火）13：30～15：30
　　みなべ町役場

■教育相談
　◯教育学習課
　　⃝学校は、℡	74-2191へ。
　　⃝幼稚園、保育所、学童保育所は、℡	74-3738へ。

■暮らしなんでも相談（町社協）
　◯毎週月～金曜日9：00～16：00
　　はあと館
　
■身近な民生委員・児童委員さんにご相談を

　民生委員・児童委員は相談内容に応じて必要
な支援が受けられるように行政や関係機関につ
ないでくれます。
　また、児童福祉を専門とする主任児童委員も
います。
お問い合わせ先  住民福祉課（℡ 72-2161）へ。

■県による巡回職業相談
　◯４月10日（金）13：00～15：00　
　　南部公民館

相談員が求人情報を提供、また求職の相談を受
けます。くわしくは、日高振興局企画産業課（℡
0738-24-2911）へ。

■田辺年金事務所年金相談
◯４月11日（土）（9：30～16：00）
　同事務所（田辺市朝日ヶ丘 ℡ 24-0432）へ。
ねんきんダイヤル　0570-05-1165

（IP電話・PHSからは℡03-6700-1165へ）
月曜日　　　午前8：30～午後7：00
火～金曜日　午前8：30～午後5：15
第２土曜日　午前9：30～午後4：00
※月曜日が祝日の場合は翌日以降の開所日初日

に午後7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日

は休み。

■延長窓口実施日時
　◯毎週木曜日 17：15～19：00
　　（年末年始、祝日は除く）
■開設場所　　住民福祉課
■交付できる証明書　　
　◎住民票の写し ◎印鑑登録証明書
　◎マイナンバーカードの交付
■連絡先　住民福祉課 ℡ 72-2161

夜 間（土曜日）・小児救急診療所

延 長 窓 口

◯毎週土曜日18：00～21：30
　（年末年始、祝日は除く）
　田辺市高雄一丁目23-1
　（田辺市民総合センター内）℡ 26-4909へ

各 種 相 談
など

　住民福祉課では、平日の開庁時間に来庁
できない人のために、時間外に証明書などを
発行します。
　サービスを利用される場合は、必ず当日の
午後5時15分までにご連絡ください。



　3月6日、町内の中学校（南部、上南部、高城中学校）で卒業式が行われました。
　今年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、３校とも規模を縮小（在校生不在など）しての、卒業式
となりました。

▲南部中学校では、卒業生60名が保護者や先生方に見守られながら、卒業証書を受け取りました。

ご卒業式おめでとうございます

2月中の異動
出生	 6人
死亡	 16人
転入	 20人
転出	 27人
高齢化割合
（６５歳以上）３2.0％

人 の うご き

2月届出分（敬称略）（了承をいただいた方だけを掲載しています）

	 2月末現在	 （前月比）
	 男	 5,930人	 （－7人）
	 女	 ６，６08人	 （－10人）
	 人口	 １２，538人	 （－17人）
	世帯数	 ４，８04世帯	 （－8世帯）
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